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カ
ジ
ノ
を
含
む
観
光
政
策
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

国
土
交
通
省
は
、
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｒ
整
備
法
に
基
づ
く
基
本
方
針
案
を
昨
年
九
月
に
（
そ
の
う
ち
区
域
整
備
計
画
の
認
定
申
請

期
間
に
つ
い
て
は
昨
年
十
一
月
に
）
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
以
後
、
パ
ブ
コ
メ
）
に
か
け
た
が
、
そ
の
後
、
Ｉ
Ｒ
（
統
合
型

リ
ゾ
ー
ト
）
利
権
を
巡
っ
て
国
会
議
員
が
逮
捕
さ
れ
、
今
年
一
月
末
に
公
表
を
予
定
し
て
い
た
成
案
の
決
定
を
先
延
ば
し
に
し

て
い
る
。 

 

こ
の
間
、
国
に
お
い
て
は
政
府
関
係
者
と
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
の
接
触
ル
ー
ル
を
基
本
方
針
に
盛
り
込
む
な
ど
の
見
直
し
も
進

ん
で
い
る
と
聞
く
。
そ
の
後
、
横
浜
港
に
停
泊
し
て
い
た
外
航
ク
ル
ー
ズ
船
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
で
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
し
、
世
界
各
地
で
緊
急
事
態
宣
言
な
ど
に
よ
る
経
済
停
滞
が
発
生
し
て
い
る
。 

 

も
と
よ
り
カ
ジ
ノ
先
進
国
で
は
カ
ジ
ノ
事
業
の
赤
字
や
倒
産
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
日
本
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
前
で
さ
え
、
多
く
の
世
論
調
査
で
、
国
民
の
過
半
が
カ
ジ
ノ
推
進
に
は
反
対
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
機
に
直

ち
に
カ
ジ
ノ
を
含
む
Ｉ
Ｒ
整
備
は
中
止
す
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
る
新
た
な
影
響

や
情
勢
を
踏
ま
え
た
根
本
的
な
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
、
質
問
す
る
。 



 

２ 

 

一 

国
土
交
通
省
の
基
本
方
針
案
は
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
る
影
響
や
倒
産
や
赤
字
問
題
の
情
報
を

収
集
、
把
握
、
分
析
、
総
括
を
し
た
上
で
、
改
め
て
案
を
出
し
直
し
、
パ
ブ
コ
メ
に
か
け
、
国
民
の
賛
意
が
得
ら
れ
る
の
か

ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

複
数
の
自
治
体
で
は
、
国
土
交
通
省
の
基
本
方
針
の
成
案
決
定
前
か
ら
実
施
方
針
案
や
区
域
整
備
計
画
案
を
作
ろ
う
と
し

て
い
る
が
、
国
が
基
本
方
針
案
を
出
し
直
し
、
パ
ブ
コ
メ
終
了
後
に
、
成
案
に
則
っ
て
手
続
を
行
う
よ
う
、
全
て
の
自
治
体

に
徹
底
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

三 

政
府
は
「
観
光
先
進
国
」
を
目
指
し
て
「
明
日
の
日
本
を
支
え
る
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
構
想
会
議
」
（
議
長
：
内
閣
総
理
大

臣
）
を
設
置
し
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
「
明
日
の
日
本
を
支
え
る
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
し
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ベ
ン
ト

（
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
）
の
誘
致
や
ク
ル
ー
ズ
船
受
入
の
更
な
る
拡
充
を
謳
い
、
二
〇
二
〇
年
に
訪
日
ク
ル
ー
ズ
旅
客
を
五
百
万
人
に

す
る
と
の
目
標
を
立
て
た
。 

 
 

ま
た
、
同
年
六
月
に
閣
議
決
定
し
た
「
日
本
再
興
戦
略
二
〇
一
六
」
で
も
「
訪
日
ク
ル
ー
ズ
旅
客
二
〇
二
〇
年
五
百
万
人

に
向
け
た
ク
ル
ー
ズ
船
受
入
れ
の
更
な
る
拡
充
」
を
書
き
入
れ
た
。
こ
こ
で
も
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
誘
致
の
促
進
を
謳
い
、
「
総
合
型

リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
に
つ
い
て
は
（
略
）
Ｉ
Ｒ
推
進
法
案
の
状
況
や
Ｉ
Ｒ
に
関
す
る
国
民
的
な
議
論
を
踏
ま
え
、
関
係
省
庁



 

３ 

 

に
お
い
て
検
討
を
進
め
る
」
と
し
た
。
さ
ら
に
「
ク
ル
ー
ズ
船
向
け
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
及
び
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
施
設
に
つ
い
て

は
、
公
共
施
設
等
運
営
権
方
式
を
活
用
し
た
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
案
件
数
に
係
る
数
値
目
標
の
設
定
を
行
う
」
と
し
て
い
た
。 

 
 

二
〇
一
七
年
六
月
に
は
、
「
外
航
ク
ル
ー
ズ
船
の
我
が
国
へ
の
安
定
的
な
寄
港
が
維
持
で
き
ず
、
「
訪
日
ク
ル
ー
ズ
旅
客

を
二
〇
二
〇
年
に
五
百
万
人
」
と
し
た
政
府
目
標
を
達
成
で
き
な
い
お
そ
れ
」
が
あ
る
と
説
明
し
て
港
湾
法
改
正
を
行
な
っ

た
。
そ
の
第
二
条
の
三
で
、
外
航
ク
ル
ー
ズ
船
の
受
入
拠
点
で
あ
る
「
国
際
旅
客
船
拠
点
形
成
港
湾
」
を
国
土
交
通
大
臣
が

指
定
し
、
指
定
さ
れ
た
港
湾
の
管
理
者
が
民
間
事
業
者
と
協
定
を
結
び
、
そ
の
民
間
事
業
者
が
港
湾
の
係
留
施
設
を
優
先
的

に
使
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。 

 
 

そ
し
て
、
こ
の
間
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
に
は
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｒ
推
進
法
が
、
二
〇
一
八
年
七
月
に
は
Ｉ
Ｒ
整
備
法
が
、
与

党
に
よ
る
強
行
採
決
で
成
立
し
た
。 

 
 

言
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ジ
ノ
を
含
む
Ｉ
Ｒ
で
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
を
誘
致
す
る
こ
と
と
、
訪
日
ク
ル
ー
ズ
旅
客
を
増
や
す
こ
と
は
、

与
党
政
府
が
多
数
決
で
進
め
て
き
た
国
策
と
し
て
の
観
光
政
策
で
あ
っ
た
。 

 
 

し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
国
際
的
に
蔓
延
し
た
今
、
政
府
の
こ
う
し
た
観
光
政
策
や
目
標
に
も
、
抜
本
的
な
見

直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。 



 

４ 

 

四 

基
本
方
針
案
の
具
体
的
な
見
直
し
に
つ
い
て 

 

１ 
四
月
十
五
日
に
発
表
さ
れ
た
二
〇
二
〇
年
三
月
の
訪
日
外
客
数
の
推
計
値
は
、
前
年
同
月
比
九
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
減

で
、
約
二
百
八
十
万
人
か
ら
約
十
九
万
人
へ
と
激
減
し
た
。
激
減
の
最
大
の
要
因
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
収
束
す
る
と
政
府
は
考
え
て
い
る
か
。 

 

２ 

四
月
十
三
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
で
青
柳
陽
一
郎
議
員
が
Ｉ
Ｒ
整
備
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
延
期
に
つ
い
て
質

問
し
た
と
こ
ろ
、
赤
羽
国
土
交
通
大
臣
は
、
区
域
整
備
計
画
の
認
定
申
請
期
間
（
二
〇
二
一
年
一
月
か
ら
七
月
）
に
つ
い

て
、
「
自
治
体
は
粛
々
と
準
備
を
進
め
て
い
る
状
況
で
あ
り
支
障
に
な
っ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
」
旨
を
答
弁
し
た
。 

 
 
 

し
か
し
、
「
大
阪
・
夢
洲
地
区
特
定
複
合
観
光
施
設
設
置
運
営
事
業
募
集
要
項
」
を
既
に
公
表
し
て
い
た
大
阪
府
と
大

阪
市
は
、
三
月
二
十
七
日
に
「
今
般
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
対
策
の
観
点
や
、
こ
れ
に
伴
い
民
間

事
業
者
に
お
け
る
事
業
活
動
の
縮
小
等
が
生
じ
て
い
る
状
況
等
を
踏
ま
え
、
提
案
審
査
書
類
の
提
出
期
限
を
含
む
今
後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
次
の
と
お
り
変
更
し
ま
す
」
と
し
て
各
手
続
を
三
ヶ
月
延
期
し
た
。 

 
 
 

四
月
十
五
日
に
は
、
横
浜
市
で
も
実
施
方
針
公
表
時
期
を
六
月
か
ら
八
月
に
変
更
す
る
と
発
表
し
た
。
こ
う
し
た
自
治

体
の
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
区
域
整
備
計
画
の
認
定
申
請
期
間
は
延
期
す
る
の
が
当
然
で
は
な
い
か
。 



 

５ 

 

 
３ 

カ
ジ
ノ
先
進
国
で
あ
る
米
国
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
、
九
割
以
上
の
カ
ジ
ノ
が
閉
鎖
さ
れ

て
い
る
と
の
報
告
も
あ
り
、
感
染
症
に
対
す
る
事
業
継
続
性
の
脆
弱
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
収
益
を
カ
ジ
ノ
に
頼
る
区
域

整
備
計
画
に
、
い
わ
ゆ
る
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
や
Ｂ
Ｃ
Ｍ
（
事
業
継
続
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
を
盛
り
込
む
こ
と
を
義

務
化
す
る
こ
と
を
基
本
方
針
で
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

五 

Ｉ
Ｒ
整
備
法
第
九
条
は
「
都
道
府
県
等
は
、
設
置
運
営
事
業
等
を
行
お
う
と
す
る
民
間
事
業
者
と
共
同
し
て
、
基
本
方
針

及
び
実
施
方
針
に
即
し
て
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
区
域
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
を

作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。 

 
 

先
述
し
た
四
月
十
三
日
の
委
員
会
質
問
で
青
柳
議
員
は
、
横
浜
市
は
「
災
害
リ
ス
ク
が
発
生
し
た
場
合
は
、
自
治
体
と
事

業
者
は
共
同
事
業
者
で
あ
り
負
担
に
つ
い
て
は
事
業
者
だ
け
に
負
わ
せ
ら
れ
な
い
」
旨
を
市
議
会
で
答
弁
し
て
い
る
と
の
例

を
挙
げ
、
今
回
の
よ
う
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
大
打
撃
を
受
け
た
場
合
、
自
治
体
が
税
金
を
投
じ
て
事
業
者
を
救
う
こ

と
に
つ
い
て
質
す
と
、
赤
羽
大
臣
は
、
「
今
般
の
よ
う
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
や
自
然
災
害
の
よ
う
な
事
態
へ
の

対
応
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
と
Ｉ
Ｒ
事
業
者
の
合
意
に
従
う
こ
と
に
な
る
」
旨
を
答
弁
し
た
。 

 

１ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
国
民
に
向
け
て
、
感
染
症
や
自
然
災
害
な
ど
の
事
態
に
は
、
自
治
体
が
税
金
を
投
入
し
て
カ
ジ
ノ



 

６ 

 

事
業
者
を
救
済
す
る
場
合
が
あ
る
と
説
明
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。 

 

２ 
政
府
は
、
感
染
症
や
自
然
災
害
な
ど
の
事
態
に
は
、
自
治
体
が
税
金
を
投
入
し
て
カ
ジ
ノ
事
業
者
を
救
済
す
る
場
合
が

あ
る
と
国
民
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
が
認
識
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。 

 

３ 

国
土
交
通
省
が
、
昨
年
九
月
に
パ
ブ
コ
メ
に
か
け
た
基
本
方
針
案
に
は
、
感
染
症
や
自
然
災
害
な
ど
の
事
態
に
は
、
自

治
体
が
税
金
を
投
入
し
て
カ
ジ
ノ
事
業
者
を
救
済
す
る
場
合
が
あ
る
と
の
記
載
は
あ
っ
た
か
。
記
載
が
あ
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
箇
所
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
記
載
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

４ 

感
染
症
や
自
然
災
害
な
ど
の
事
態
を
含
む
い
か
な
る
事
態
で
も
、
経
営
難
や
赤
字
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
自
治
体
が
税

金
を
投
じ
て
カ
ジ
ノ
事
業
者
を
救
済
す
る
こ
と
は
禁
じ
る
こ
と
を
基
本
方
針
案
に
明
記
し
て
出
し
直
す
べ
き
で
は
な
い

か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


